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第
一
節
北
海
道
の
植
民
地
選
定
と
開
発

明
治
五
年
九
月、
開
拓
使
で
は
北
海
道
土
地
売
貸
規
則
及
び
地
所
規
則
を
制

定
し
て、
開
拓
に
当
た
っ
て
の
土
地
取
り
扱
い
を
定
め
た
。
そ
の
後
、
何
度
も

改
正
し
て
明
治
十
九
年二
月、
北
海
道
庁
が
設
置
さ
れ
る
と
内
陸
部
の
入
植
開

拓
に
本
腰
が
入
れ
ら
れ、
六
月、
閣
令
第
一
六
号
を
も
って
北
海
道
土
地
払
下

規
則
を
定
め
た
。
道
庁
で
は
本
道
植
民
の
基
礎
と
し
て
正
確
な
地
図
を
必
要
と

し、
植
民
に
適
す
る
土
地
の
選
定
を
し、
図
面
に
明
記
す
る
事
業
を
始
め
た
。

時
の
長
官
岩
村
通
俊
は
北
海
道
の
地
積、
地
勢、
土
壌
や
水
害、
交
通
運
輸

な
ど
を
調
査
す
る
よ
う
に
堀
理
事
官
に
命
じ
、
五
ヵ
年
間
に
調
査
を
終
了
さ
せ

る
こ
と
に
し
て
道
庁
五
等
技
師
内
田
瀞、
技
手
十
河
定
道
の
二
名
が、
十
九
年

八
月
下
旬
か
ら
調
査
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

(前略)
明
治
十
九
年
瀞
殖
民
地
撰
定
主
任
ノ
命
ヲ
奉
シ
其
八
月
下
旬
ヲ
以
テ
十
河
定
道
君

ト
共
ニ
初
メ
テ
此
調
査
ニ
著
手
ス
時
已
ニ
秋
晩
ニ
際
シ
僅
ニ
石
狩
国
空
知、
夕
張
ノ
二
郡

胆
振
国
千
歳、
勇
払
ノ
原
野
ヲ
跋
渉
シ
積
雪
ノ
為
メ
十二
月
ニ至
リ
帰
庁
ス
而
シ
テ
当
局

者
ハ
此
業
ノ
最
緊
要
ナ
ル
ヲ
覚
リ
明
治
二
十
年
更
ニ
柳
本
通
義、
福
原
鉄
之
輔
二
君
及
助
手

二
人
ヲ
増
シ
瀞
等
ヲ
合
セテ
六
人
ト
為
シ
三
組
ニ
分
チ
石
狩
川
沿
岸
ノ
原
野
ラ
跋
渉
シ
悉
ク

其
調
査
ヲ
了
ス
越
テ
二
十
一
年
ニ
至
リ
大
挙
シ
テ
全
道
原
野
ヲ
調
了
ス
ル
コ
ト
ニ
議
決

セ
ラレ
更
ニ
調
査
員
増
シ
十二
組
ト
ス
是
ヨ
リ
先
キ
福
原
鉄
之
輔
君
へ
室
蘭
郡
長
ニ
転

任
シ
瀞
及
柳
本
通
義
君
調
査
監
督
ト
ナリ
天
塩、
十
勝ノ
二
国
ヲ
跋
渉
シ
明
治
二
十
二
年
ニ

至
リ
猶
前
年
ノ
業
ヲ
継
続
シ釧
路、
根
室
、
北
見
、
後
志
ノ
諸
国
原
野
ヲ
測
定
ス
是
ニ
於

テ
全
道
原
野
全
ク
調
査
結
了
ス
即
チ
耕
耘
牧
畜
ニ
適
ス
ル
者
凡
ッ
弐
拾
八
億
六
千
六
百

六
拾
万
余
坪
ラ
撰
定
セ
リ
而
シ
テ
年
ヲ
閲
ス
ル
殆
ン
ト
四
年
財
ヲ
耗
ス
ル
凡
ソ
三
万
余
円

ト
ス
然
レ
ド
モ
此
調
査
ヲ
ア
シ
タ
ル
ハ
全
道
中
屈
指
ノ
大
原
野
ノ
ミ
ニ
シ
テ
之
レ
ヲ
内
地

ニ
例
ス
レ
ハ武
蔵
野
ノ
原
宮
城
ノ
原
ノ
如シ

故
ニ
小
原
野
ノ
各
地
ニ散
在
ス
ル
者
尚
多
々

ニ
シテ
北
海
道
原
野
ノ
面
積
決
シ
テ
此
数
ニ止
ラ
サ
ル
ハ
勿
論
ナリ

北
海
道
内
部
原
野
へ
樹
木
鬱
蒼
荊
棘
繁
茂
又
ハ
沼
泥
地
低
湿
地
等
ニ
シテ
行
ク
ニ
路
ナ
ク

宿
ス
ルニ
家
ナ
シ
此
間
ヲ
調
査
セン
ニ
ハ先
ツ
糧
食ヲ
負
と
刀
鋸ヲ
携
へ
旧
土人
ヲ
嚮
導

ト
シ
荊
榛
ヲ
披
テ
蹊
ヲ
通
シ
天
幕
ヲ
張
り
雨
露
ヲ
凌
キ
或
ハ刳
木
舟
ヲ
造
テ
河
川
ニ
遡
ル
等

其
困
難
名
状
ス
可
ラ
ス
殊
ニ
草
木
鬱
生
シテ
人
ョ
リ
モ
長
ク
咫
尺
弁
セ
サ
ル
ト
キ
ハ喬
木
ニ

攀
チ
巉
厳ニ
上
リ
漸
ク
原野
ノ
大
勢
ヲ一
瞥
シ
テ之
レ
モ方
向
ヲ定
ムル
等
危
険
ヲ冒
ス
亦

少
シ
ト
セ
ス
而
シ
テ
測
量
ニ
着
手
ス
ルニ
方
リ
テ
ハ
先
ッ
巨
木
ヲ
倒
シ
棒
莽
ヲ
刈
初
メ
テ

測
器
ヲ
使
用
シ
土
地
ノ
遠
近
高
低
ヲ
測
ラ
サ
ル
可
ラ
ス
是
レ
多
ク
ノ
時
日
ヲ
要
ス
ル
モ
尚

精
細
ノ
調
査
ヲ
欠
ク
所
以
ナ
リ
其
一
例
ヲ
挙
ク
レ
ハ
明
治
二
十
年
福
原
鉄
之
輔
君
ハ
石
狩

国
上
川
郡
原
野
ノ
調
査
ニ
着
手
シ
殆
ン
ト
半
ヶ
年
費
ッテ
漸
ク
結
了
セリ

盖
ッ
当
時
荊

棘
地
ニ
満
チ
道
路
未
タ
通
セ
ス
其
札
幌
ヲ
発
ス
ル
ヤ
刳
木
舟
ニ
頼
テ
石
狩
川
ヲ
遡
り
神
居
古

潭
ヨ
リ舟
ヲ
捨
テ
徒行
シ
九
日
経
テ
漸
ク
上
川
ニ
達
ス
ルヲ
得
タ
リ
爾
来
僅
々
四年
今

ヤ
陸
ニ
ハ車
馬
道
ア
リ
川
ニ
ハ汽
船
ア
リ
滝
川、
岩
見
沢
間
ノ
鉄
道
亦
将
サニ
竣
工
ヲ
告
ン

ト
ス
当
時
狐
兎
羆
熊
ノ
窟
今
ヤ
変
シ
テ
永
山
村
ト
ナ
リ、
旭
川
村
ト
ナ
リ
車
馬
絡
繹
雞
犬

ノ
声
相
和
シ
札
幌
ョ
リ
上
川
迄
一
日
ニ
シテ
達
ス
ル
難
キ
ニ
非
ス
今
日
上
川
原
野
ニ
至
ル

ト
キ
ハ
人
ヲ
シ
テ
其
調
査
ニ
半
年
ヲ
費
シ
タ
ル
ヲ
怪
シマ
シム

夕
張
原
野
ノ
如
キ
空
知、

美
唄
「ト
ッ
ク」
原
野
ノ
如
キ
何
レ
モ人
民
殖
シ
土
地
開
ヶ
復
タ二
三
年
前
ノ
観
ニ
非
ス
・

故
ニ
石
狩
国
原
野
現
今
ノ
景
況
ハ此
報
文
ニ記
ス
ル
所
ト
全
ク
其
趣
キ
ヲ
異
ニ
ス
ル
者
ト
知

ル
可
シ
(以
下
略)

空
知
太
「
ヲ
ト
エ
ボ
ッ
ケ
」
間
原
野

理
地

石
狩
川
ノ
左
岸
空
知
太
ヨ
リ
「フ
ト
エ
ボ
ッ
ケ」
川
ニ至
ルノ
間
東
南
ハ空
知
ノ
連
山
屏
立

シ
西
北
ハ
石
狩
川
ヲ
境
シ
テ
雨
竜
原
野
ニ
対
ス
其
長
サ
両
川
ノ
間
六
里
余
ニ
シ
テ
山
河
ノ

距
離
或
ハ
一里
或
ハ全
ク
相
接
ス
ル
所
アリ

積

面

壱
千
四
百
七
拾
四
万
坪

右
ハ
農
業
適
当
ノ
地
ナ
リ

樹
林
及
草
原

第
二
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第
五
編
行

政

本
地
ハ
土
質
最
モ
農
耕
ニ
適
ス
中
ニ
或
ハ少
許
ノ
泥
炭
質
ア
リ
又
タ
壌
土
ノ
充
分
ナラ
サ
ル

ア
リ
ト
雖
ド
モ
概
シ
テ
言
へ
ハ上
層
一
尺
許
ノ
壌
土
ラ
有
シ
中
層
灰
白
色
粘
土
ニ
シ
テ
下
層

ハ
砂
礫
ナ
リ
或
ハ
中
下
ノ
両
層
土
砂
相
混
ス
ル
ア
リ
テ
同
一
ナ
ラ
ス

.

略
)

<
北
海
道
殖
民
地
撰
定
報
文
=
北
大
北
方
資
料
室
蔵>

樹
下
ハ
少
シ
ク
湿
気
ヲ
帯
ブ
ル
ト
雖
ド
モ
之
レ
カ
伐
木
ヲ
施
サ
ハ
溝
渠
ノ
設
ケ
サ
ル
モ
自
然

水水

ニ
排
水
ス
ル
ヲ
得
へ
シ
或
ハ
草
原
中
少

シ
ク
乾
燥
ニ
過
ク
ルノ
地
ア
リ
ト
雖
ト

モ
左
ニ
川
廻
シ
右
ニ山
ヲ
擁
ス
レ
ハ

用
水
自
在
実
二
排
水
ニ
灌
漑
二
農
事
上

ニ
便
益
ヲ
与
フ
ル
僅
少
ナ
ラ
サ
ル
ナ
リ

運
輸

空
知
川
ョリ
上
川
郡
「チ
ュ
ッ
ペ
ッ
」

二
至
ル
新
道
開
鑿
モ
将
二其
過
半
成

測 量 隊

石狩原野殖民地撰定概図のうち

490

就
シ
明
治二
十
二
年
ヲ
期
シ
テ
必
ス
全
通
スベ
シ
ト
云
而
シテ
同
川
ョ
リ
市
来
知
ニ
至
ル

ノ
間
未
タ
新
道
開
ケ
ス
ト
雖
ト
モ
早
晩
必
ス
此
線
路
ヲ
延
長
シ
テ
鉄
道
ト
連
絡
ス
ル
ニ至
ラ

わづ
か

ン
果
シ
テ
該
道
成
就
セハ
纔
ニ
一
日
ヲ
費
サ
ス
シ
テ
市
来
知
ノ
鉄
道
ニ
達
シ
札
幌、
小

樽
ニ
往
復
ス
ル
ヲ
得
ベ
シ又
地
勢
石
狩
川
ニ
瀕
ス
ル
ヲ
以
テ
舟
楫
ニ
由
テ
石
狩、
札
幌
ニ
向

テ
運
搬
ス
ル
自
然
ノ
利
ア
リ
実
ニ
水
陸
両
ヲ
便
宜
ト
云
フ
モ
盖
シ不
可
ナ
カ
ル
ベ
シ
(以下

物

(略)
(
註、
自
然
編
生
物
章
植
物
の
項
に
記
載)

植排 土

性



明
治二
十
年
に
石
狩
川
沿
岸
を
ほ
ぼ
調
査
が
で
き、
空
知
太
・
音
江
法
華
間

は
直
ち
に
開
墾
可
能
地
と
し
て二
十
一
年
に
空
知
太
屯
田
着
手、
翌
二
十
二
年

に
は
屯
田
兵
屋
が
次
と々
建
築
さ
れ
て
い
っ
た
。

屯
田
兵
村
の
番
外
地
に
当
た
る
空
知川
沿
岸
か
ら
兵
村
ま
で
を
道
庁
で
は
市

街
地
を
想
定
し
て
市
街
地
宅
地
を
貸
下
げ
る
こと
に
し
た
が、
願
出
が
多
く
抽

せ
ん
で
決
め
ると
い
う
状
況
で
あ
っ
た。

官
報
明
治二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

新
市
街
地
貸下

北
海
道
石
狩
国
空
知
郡
字
空
知
太
ニ
新
市
街
設
置
ノ
計
画
ア
リ
シ
ョ
リ
宅

地
ト
シ
テ
払
下
ヲ
願
出
ツ
ル
者
へ市
街
地
割
ノ
地
籍
ヨ
リ
モ
甚
ダ
夥
多
ナ
ル
ヲ以
テ
北
海
道

庁
ニ
於
テ
ハ
同
市
街
地
に
限
り
特
ニ
貸
下
心
得
ヲ
定
メ
本
月
九
日
第
四
十
九
号
ヲ
以
テ
左
ノ

如
ク
告
示
セ
リ

管
下
石
狩
国
空
知
郡
字
空
知
太
市
街
見
込
地
宅
地
ト
シテ
払
下
願
出
タ
ル
モノ
及
今
後
願

出
ル
モ
ノ
ハ
左
ノ
通
相
心
得
空
知
夕
張
郡
役
所
ニ
願
出
可
シ

第
一
条
貸
下
地
ハ
間
口
五
間
奥
行
二
十
七
間
ヲ
ー
戸
分
ト
シ
一
人
一
戸
分
ヲ
限
り
抽
籤
法

ヲ
以
テ
貸
下
へ
シ

第
二
条
抽
籤
ハ
空
知
夕
張
郡
役
所
ニ
於
テ
施
行
ス
其
期
日
八
二
週
間
前
同
役
所
ニ於
テ
広

告
ス但
抽
籤
ノ
際
出
願
人
へ
参
観
隨
意
タ
ル
ヘ
シ

第
三
条
当
籤
者
ノ
氏
名
及
土
地
番
号
ハ
空
知
夕
張
郡
役
所
ニ
於
テ
北
海
道
毎
日
新
聞
ヲ
以

テ
之
ヲ
広
告
ス

第
四
条
家
屋
ハ貸
下
指
令
ノ
日
ョ
リ
六
箇
月
以
内
ニ建
設
ス
ペ
シ
但
十
一
月
ヨリ
翌
年

四
月
二
至
ル
六
箇
月
ハ
期
限
ニ算
入
セ
ス

第
五
条
前
条
期
限
内
ニ
家
屋
ヲ
建
設
セ
サ
ル
モ
ノ
ハ成
規
ニ據
り
返
納
セ
シ
ム
ヘ
シ

第
六
条
本
地
貸
下
ニ
係
ル
細
則
ハ空
知
夕
張
郡
長
之
ヲ
定
ム

こ
こ
に
お
い
て
道
庁
で
は
空
知
太
を
一大
都
市
と
す
る
計
画
を
た
て、
明
治

二
十
三
年
空
知
太
と
奈
江
に
わ
た
り
空
知
川
沿
岸
に
大
区
画
割
の
測
定
を
行

い、
翌
二
十
四
年
は
さ
ら
に
小
区
画
割
を
し
て
空
知
太
は
一
戸
分二
一
六
坪
以

内
で
総
区
画
一、
一二
九
区
、
奈
江
に
は
一
戸
分
一
六
〇
坪
以
内
と
し
て
耕
地

第
二
章
都
市
計
画
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政

宅
地
を
合
せ
て八
〇
七
区
を
定
め
た。
こ
れ
に
対
し
て
請
願
者
は三
万
九
千
余

人
に
の
ぼ
り、
抽
せ
ん
に
よ
り
貸
下
げ
る
こと
に
な
っ
た
。
し
か
し
貸
下
許
可

を
受
け
た
者
は
六
月
以
内
に
家
屋
を
建
築
す
る
こと
に
な
っ
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
者
は
放
置
し
て
急
激
な
市
街
地
形
成
と
は
な
ら
な
か
っ

た。
こ
の
た
め
貸
下
地
の
没
収
が
相
当
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

空
知
太
市
街
地
特
別
御
貸
下
願

謹
テ
我
一々
同
連
署
ヲ
以
テ
奉
懇
願
候
陳
者
去
ル
明
治二
二
年
其
筋
ニ
於
テ
当
空
知
太

市
街
地
御
貸
下
之
御
沙
汰
有
之
候
ニ
付
速
ニ
御
割
渡
ニ
相
成
コ
ト
ト
奉
存
我
一々
同
人
ニ

先
立
道
路
ノ
困
難
運
搬ノ
不
便
ヲ
モ
圧
ワ
ズ
各
自
全
家
ヲ
挙
ケテ
移
住
シ
当
分
ノ
見
込
ヲ
以

テ
仮
ニ
高
畑
利
宜
所
有
地
内
ラ
借
受
細
営々
業
罷
在
本
年
解
雪
ノ
期
ニ
当
テ
ハ
非
常
ノ
水

害
ヲ
蒙
リ
シ
モ一
心
ニ
市
街
割
渡
ノ
御
許
可
相
待
居
候
処
豈
図
ラ
ザ
リ
キ
市
街
へ
抽
籤

法
ヲ
以
テ
御
貸
下
ノ
事
ニ
相
成
鳴
呼
我
一々
同
ノ
失
望
筆
紙
ニ
難
尽
若
シ
不
幸
ニ
シ
テ
当

籤
ニ
掛
ラ
ザ
ルト
キ
ハ二
ヶ
年
以
前
移
住
シ
困
難
ヲ
忍
ビ
タ
ル
甲
斐
ナ
ク
誠
ニ
遺
憾
ノ
至
リ

二
奉
存
候
先
キ
ニ三
十
名
特
別
御
貸
下
出
願
ノ
際
ニ
ハ
我
等
他
出
中
ニ
テ
最
早
願
書
進
達

ノ
後
ニ
帰
宅
仕
止
ム
事
得
ス
今
日
迄
遷
延
仕
候
次
第
二
有
之
何
卒
前
情
御
憫
察
ノ
上
特

別
ノ
御
詮
議
以
テ
抽
籤
ノ
御
場
所
外
ニ
於
テ
別
紙
絵
図
面
三
ヶ
所
凡
ッ
何
千
坪
我
等
一同

へ
御
貸
下
被
成
下
度
然
ル上
へ
御
規
則
等
ヲ
遵
守
シ
速
ニ
成
功
可
仕
候
ニ
付
願
意
御
聞
届
被

成
下
度
一
同
連
署
以
テ
此
段
奉
願
上
候
也

明
治
二
四
年
七
月

新
潟
県
越
後
国
中
蒲
原
郡
新
潟
市
西
堀
前
通
り
四
番
町

十
三
番
地
平
民
当
時
石
狩
国
空
知
郡
滝
川
村
空
知

太
高
畑
利
宜
地
内
寄
留

泉
田
五
郎
次

石
狩
国
札
幌
郡
豊
平
村
平
民
当
時
同
国
空
知
郡
滝

川
村
字
空
知
太
高
畑
利
宜
地
内
寄
留竹
田
市
郎
左
ヱ
門

新
潟
県
越
後
国
古
志
郡
芹
川
村
平
民
当
時
石
狩
国

空
知
郡
滝
川
村
字
空
知
太
高
畑
利
宜
地
内
寄
留

金
山
与
蔵

同
県
同
国
古
志
郡
寺
泊
町
五
百
七
番
地
平
民

当
時
石
狩
国
空
知
郡
滝
川
村
字
空
知
太
高
畑
利
宜
地
内
寄
留

石
狩
国
空
知郡
滝川
村
高
畑利
宜
地内

平
民

深
滝
富
太
郎

渡
島
国
亀
田
郡
大
野
村
四
十
四
番
地
当
時
石
狩
国
空
知
郡

滝
川
村
字
空
知
太
高
畑
利
宜
地
内
寄
留

吉
原
常
太
郎

後
志
国
余
市
郡
山
道
村
番
外
地
平
民
当
時
石
狩
国
空
知

郡
滝
川
村
字
空
知
太
高
畑
利
宜
方
寄
留

小
南
兎
角

石
狩
国
樺
戸
郡
月
形
村
番
外
地
平
民
当
時
石
狩
国
空
知

郡
滝
川
村
字
空
知
太
高
畑
利
宜
方
寄
留

芳
野
倉
太
郎

空
知
郡
滝
川
村
字
空
知
太
高
畑
利
宜
所
有
地
内
寄
留

功
刀
彦
吉

石
川
県
加
賀
国
江
沼
郡
大
聖
寺
町
番
場
拾
七
番
地
当
時

石
狩
国
空
知
郡
滝
川
村
字
空
知
太
高
畑
利
宜
所
有
地
寄
留

通
口
甚
平

北
海
道
庁
長
官
渡
辺
千
秋
殿

証
明
書

空
知
郡
滝
川
村
市
街
地
ノ
内
今
般
抽
籤
御
除
地,
分
泉
田
五
郎
次
外
拾
壱
名
ノ
者
特
別
御

貸
下
出
願
セシ
趣
右
之
者
共
ヲ々
ケ
ル
全
ク
弐
ヶ
年
以
前
自
費
移
住
ノ
者
ニ
シ
テ
私
所
有
地

内
ヲ
貸
与
シ
現
今
居
住
罷
在
候
者
ニ
相
違
無之
此
段
証
明
仕
候
也

石
狩
国
空
知
郡
滝
川
村
字
空
知
太

高
畑
利
宜

明
治二
十
四
年
七
月
十
三
日

滝
川
村
外
一
村
戸
長
佐
木々
篤
敬
殿

そ
の
後
二
十
七
年三
月‒‒二

十
八
年
一
月
と
市
街
予
定
地
区
域
の
ほ
か
に
普

通
貸
下
地
区
を
定
め、
ま
た
市
街
予
定
地
の
変
更
も
行
う
な
ど
に
よ
り
来
住
者

が
し
だ
い
に
増
え
て
き
た。

北
海
道
庁
告
示
第二
十
一号
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滝川市街草創図 明治22年8月
〈高畑利宜記録>

第
五
編
行

政

空エ
知

二

川

明
治
二
十
七
年
四
月二
十
八
日
、

道
庁
で
は
滝
川
村
に
地
理
課
派
出
所

を
設
置し
、
五
月
二
十
日
か
ら
空

知、
雨
竜、
上
川、
樺
戸
四
郡
の
土

地
事
務
の
取
り
扱
い
を
さ
せ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

明
治
三
十
年
製
版
の
空
知
原
野
聚

落
分
布
図
に
も
滝
川
開
村
当
時
の
一

大
都
市
計
画
に
よ
る、
市
街
宅
地
割

が
そ
の
ま
ま
で
砂
川
市
南
空
知
太
か

ら
滝
川
市
の
現
国
道
三
十
八
号
線
を

北
限
と
す
る
地
域
に人
口一
〇
万
を
容
す
る
計
画
で
あ
った
と
い
わ
れ
る
。

滝
川
の
市
街
は
屯
田
番
外
地
と
し
て
兵
村
生
活
の
利
便
を
は
か
る
た
め、
市

街
地
開
発
を
計
画
し
て
商
人
を
居
住
さ
せ、
日
常
生
活
の
必
要
品
の
売
買
を
始

め
た
の
が
漸
次
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
例
と
し
て
は
札
幌
の
山
鼻
や
江
別、
旭
川、
湧
別、

野
付
牛

(北
見)
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
。

第
二
節
地
名
・
字
名
の
由
来

滝
川
の
語
源
は
ア
イ
ヌ
語
の
ソ
ー
ラ
プ
チ
(So-rapchi)を

意
訳
し
た
も
の
で

あ
る
。
石
狩
川
の
支
流
中
一
番
長
い
空
知
川
の
あ
る
こ
の
地
方
を
ソ
ー
ラプ
チ

と
い
い、
空
知
川
を
ソー
ラ
プ
チ
ペ
ツ
(So-rapchi-pet)、

川
口
を
ソ
ー
ラ
プ
チ

プ
ツ
(So-rapchi-put)の

発
音
から
、
漢
字
に
あ
て
は
め
空
知
太が
地
名
と
な
っ

て
使
わ
れ
た
。

空
知
川
の
水
源
は
二
つ
あ
り、
ひと
つ
は
「
シ
イ
空
知
川
」
と
い
い、
十
勝

岳
の
支
峯
で
花
釧
路
神
徳
岳
(は
なくし

ろ
かむ
いと
ぬぷ
り)
か
ら
南
へ
約三
十
六

キ
ロ
メー
ト
ル
流
れ
る
も
の
と、
「ルー

オ
マン
空
知
川
」と
い
わ
れ
る
胆
振、

日
高
の
国
境
連
山
か
ら
北
へ
約
二
十
八
キ
ロ
メー
ト
ル
流
れ
て
シ
イ
空
知
川
と

落
合
で
合
流
し、
「ト
マ
ム
シ
ャ
ウン
岳
」の
北
麓
に
沿
っ
て
流
れ、
約
三
十
八

キ
ロ
メー
ト
ル
で
盤
の
沢
に
至
っ
て
右
折
し
て
い
る
。
そ
の
後
激
流
と
な
っ
て

「ア
シ
ュペ
ツ
ヌプ
リ
」
の
山
脈
に
沿
い
約
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
流
れ、

諸
川
の
合
流
に
よ
り
石
狩
川
に
注
ぐ
支
流
第
一
の
川
と
な
って
い
る
。

こ
の
空
知
川
の
中
流
に
一
段
差
が
あ
り
滝
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ア
イ
ヌ
は

ソ
ー
ラ
プ
チ
ペ
ッ
(滝
かか
る川
・
滝
の
川)
と
よ
び
「空
知
」
や
「空
知
太
」
の

名
が
出
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
滝
に
つ
いて
幕
末
の
探
検
家
松
浦
武
四
郎
は
石
狩
日
誌
に
そ
の
絵
が
の

せ
ら
れ
て
い
て、

「魚
の
子
の
の
ぼ
る
を
見
れ
ば
落
つ滝
も
そ
の
ほ
ど
ほ
ど
の

位
山
か
な
」
と
歌
っ
て
い
る
。
ま
た
下
富
良
野
線
鉄
道
建
設
概
要
(旭
川
市
立
図

書
館
蔵)
に
空
知
滝
の
説
明
文
が
あ
る
。

滝
川
起
点
二
十
五
哩
五
十
鎖(注

約
四
一・
二
キ
ロ
メー
ト
ル)付

近
ニ
在
り。
高
サ二
十
尺

余、水
煙
深ク
コメ

其
声
轟
百々
雷
ノ
一
時
ニ
落
ツ
ル
ガ
如
シ
。盛
夏
ノ
候
巖
頭
ニ
立
テ
バ

冷
気
頓
ニ
神
ヲ
襲
と
壮
快
云
フ
可
ラ
ズ
滝
ハ
左
右
ニ
分
ル。
左
ニ
在
ル
モ
ノ
ハ
弯
曲
シ
テ
其

形
馬
蹄
ニ
酷
似
ス。
右
ニ
在
ル
モ
ノ
ハ其
幅
広
ク
奇
岩、
怪
石
其
間
ニ
兀
立
シ
数
条
ノ
白
布

ヲ
懸
ル
ガ
如
シ
。
真
ニ
世
界
ノ
怪
爆
な
い
や
が
ら
ノ
諸
景
ト
謂
フベ
ク
而
モ
其
幽
邃
遙
二

彼
レ
ニ
優
レ
ル
モ
ノア
リ
若
シ
夫
レ
春
暖
ノ
候
両
岸ノ
高
峰、
新
緑
青
絨々
緞
ヲ
以
テ
被
ハ

ル、
ノ
時、
或
ハ
秋
冷
肌
ニ
迫
り、
紅
黄
相
点
綴
シ
テ、
全
岸
錦
繡
ヲ
装
フ
ノ
時、
或
ハ冬

期
結
氷
幽
カ
ニ
響
キ
白
雪
皚
満々
目
荒
涼
ノ
間、
一大
玻
璃
柱
燦
ト
シ
テ
朝
暾
ニ
輝
ク
時
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空
知
太

ノ
如キ

其
詩
趣
雄
大
崇
高
人
ヲ
シ
テ
自
ラ
俗
界
ヲ
超
脱
セ
シ
ム
ル
ニ足
ル。

こ
の
名
の
起
こ
り
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が、
松
浦
武

四
郎
が
提
言
し
て
明
治
二
年
八
月
十
五
日
北
海
道
の
名、
国
及
び
郡
の
設
置
が

あ
っ
て
正
式
に
「空
知」
の
字
を
あ
て
、
そ
の
後
「
空
知
川
」
や
河
口
地
域
を

「空
知
太
」の
字
を
も
っ
て
書
か
れ、
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
(注
行
政
章、

行
政
区
域
の
変
遷
節
を
参
照
の
こ
と
)。

一
の
坂

国
道十
二
号
線
の
滝
川
市
街
地
北
端
に
ある
坂
を
一
の
坂

と
名
付
け
た
。
明
治
十
九
年
上
川
道
路
の
開
さ
く
に
当
た
り
樺
戸
集
治
監
典
獄

安
村
治
孝
が
こ
の
工
事
責
任
者
と
な
り
、
多
く
の
囚
人
を
使
い
工
事
監
督
は看

守
長
吉
村
彦
九
郎
(のち
に
音江
村
に
移
住し
た。)

で
、
と
も
に
山
口
県
出
身
で
郷

里
の
山
口
か
ら
萩
の
城
下
に
至
る
間
に
「字
一の
坂
」
と
よ
ば
れ
る
坂
が
あ
っ

た
の
で、
こ
れ
に
ち
な
ん
で
「
一の
坂」
と
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
。

<
滝
川
町
発
展
史
>

二
の
坂

国
道
を
北
進

す
る
に
つ
れ、
ま
た
ひ
と
つ
の
坂

を
発
見
し
た
の
で
一の
坂
に
対
し

「二
の
坂
」
と
命
名
し
た
も
の
で

あ
る
。

熊
穴
坂

上
川
道
路
の

開
さ
く
中
に
大
き
な
洞
窟
を
発
見

し、
熊
の
穴
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
り、
ア
イ
ヌ
地
名
の
チ
プ
ヤ
ン

ウ
シ
川
を
熊
穴
川、
道
路
の
坂
を

熊
穴
坂
と
よ
ば
れ
地
名
と
し
て
明
治
時
代
の
地
図
に
あ
っ
た
。

須
麻
馬
内

シ
ュ
マ
オ
ナイ

(石川)
のア
イ
ヌ
語
を
漢
字
に
あ
て
た
も

の
で、
須
摩
馬
内
・
ス
マ
マ
ナ
イ
・
ス
マ
オ
ナ
イ
な
ど
と
も
書
か
れ
て
い
た

が
、
須
麻
馬
内
に
落
ち
着
い
た
。

滝
の
川

明
治二
十
二
年
空
知
太
屯
田
と
よ
ば
れ
て
家
屋
の
建
築
が

で
き
、
兵
村
に
中
隊
が
置
か
れ
て
滝
川
屯
田
と
命
名
さ
れ
た。
明
治二
十
三
年

十
月
七
日
郡
役
所
訓
令
号
外
に
よ
っ
て、
上
川
道
路
筋
を
「通
何丁
目
」、
東

側
を
「
東
何丁
目」
西
側
を
「
西
何丁
目」
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

空
知外
一
郡
役
所

上
川
街
道
筋
ヨ
リ
左
右

屯
田
兵
屋
予
定
地
内

上
川
街
道
筋
東
方
屯
田

兵
屋
予
定
地内

<布
令
明
治二
十三
年、
小
樽
図
書
館
蔵>

こ
の
呼
称
は
今
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
同
二
十
六
年
十
月、
兵
村
地
域
に
は

道
庁
告
示
に
よ
っ
て
字
名
が
つ
け
ら
れ
た。

明
治二
十
六
年
十
月
七
日
告
示
第
六
七
号

石
狩
国
空
知
郡
滝
川
村
ニ
左
ノ
字
ヲ
置
ク

ワ
カ

タ
キ
滝
ノ
川

西
南
滝
川
村
一
丁
目
ョ
リ、
西
北
石
狩
川
ヲ
界
ト
ス

東
南
上
川
道
路
中
心
ョ
リ
七
六
六
間
東
北
滝
川
村
七
丁
目
迄
ト
ス

ュー
ベ
オ
ツ

西
南
字
滝
ノ
川
ラ
界
ト
シ
西
北
石
狩
川
ラ
界
ト
ス

東
南
上
川
道
路
中
心
ヨリ
七
六
六
間
東
北
ュ
ーベ
オ
ッ
川
迄
ト
ス
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西

ン
ニ

西

東 ヒ
ガ
シ

通 ト
オ
リ

壱
丁
目
ヨ
リ

七
丁
目
ニ至
ル

壱
丁
目
ヨ
リ

七
丁
目
ニ
至
ル

壱
丁
目
ヨ
リ

仝
上
西
方

七
丁
目
ニ
至
ル
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空 知 滝
(空知及び滝川の名称の起こりとなった滝)

明
治
二
十
三
年
訓
令
号
外
十
月
七
日

石
狩
国
空
知
郡
滝
川
村
へ
左
ノ
字
ヲ
設
ケ
タ
ル
ニ付
関
係
部
内
へ
告
示
ス
ヘ
シ



第
五
編
行

政

江
部
乙

ア
イ
ヌ
語
の
ユ
ー
ペ
オ
ッ
か
ら
江
部
乙
に
な
っ
た
も
の
で、

文
献
で
こ
の
地
が
出
て
く
る
の
は、
十
勝
日
誌
に
松
浦
武
四
郎
が
安
政
五
年
二

月
二
十
六
日
に
通
過
し
た
記
録
が
あ
る
。
ト
ッ
ク
の
セ
ッ
カ
ウ
シ
宅
に
二
泊
し

た
後、
上
川
に
向
か
う
に
川
が
氷
で
上
れ
ず
滝
川
に
渡
っ
て
北
に
向
か
っ
て
い

る
。

一
里

廿
川小

七八丁 こ
こ
よ
り
向
岸
に
渡
り
余

ホ
ロ
チ
ホ
ヤ
ウシ
ツ
此
辺
樺
柏
木
原
に
出
る
里

原
を
越
ラ
ウ子
ナ
イ
ツ・

ウ
リ
ル
ン
長
き

沼
也

等
越聖
丑の
方
に
向
ふ
ユ
ウ
ベ
ラ
ッツ過

て
に里
シュ
マウ
ナイ
が川
通て

リ
イ
フ
ル地下
り
ホ
ロノ
タ帕爰

に
て
船を
呼で
戦ベ
ッバ
ラ
に
越る
(以
下
略)

明
治
二
十
六
年
十
月
の
字
名
設
置
で
も
「ユー

ベ
オ
ッ
」
で
「
エ
ベ
オ
ツ
」

で
は
な
く、
な
ぜ
「江
」
を
当
て
た
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。

ホ
ン
チ
ポ
ヤ
ウシ

し
か
し
明
治
二
十
一
年
九
月
上
川
を
視
察
し
た
岩
村
通
俊
長
官
の
同
行
北
海

道
毎
日
新
聞
野
中
記
者
は
「江
部
乙
」
「須
磨
馬
内
」
な
ど
の
地
名
を
既
に
用

いて
い
る
。

幌

・倉
現
在
は
東
滝
川
と
よ
ば
れる
地
域
を
幌
倉と
称
し
て
いる
。

こ
れ
は
ア
イ
ヌ
語
の
ポ
ロ
・
ク
ラ
(Poro-kura)

「機
弓
を
置
く
大
き
な
川」
と

い
う
意
味
を
持
つ
川
の
名
から
付
け
ら
れ
た
も
の
で、
赤
平
の
滝
川
寄
り
に
あ

る
。赤
平
と
滝
川
の
境
界
に
あ
る
川
は
ポ
ン
・
ク
ラ
(Pon-kura)

で
「
機
弓
を
置

く
小
さ
な
川
」
に
当
た
る
。
こ
れ
に
よ
り
赤
平
地
区
の
空
知
川
右
岸
の
上
の
方

か
ら
上
幌
倉
・
中
幌
倉
と
な
り、
下
幌
倉と
続
い
て
滝
川
地
区
に
入
っ
て
い
る

が
、
滝
川
で
は
単
に
幌
倉
と
よ
ば
れ
て
い
た
(注
第
三
編
第
一
章
第
五
節
を
参
照
の

こと
)。

地
番
設
定

滝
川
の
地
番
は
屯
田
兵
入
地
に
当
た
り、
明
治二
十
二
年

に
設
定
さ
れ、
兵
村
に
あ
っ
て
は
東
一
丁
目
の
東
側
か
ら
一
番
地と
し
、
兵
屋

番
号
と
地
番
が
同
じ
で
四
四
〇
番
地
ま
で
を
付
し
、
字
名
滝
の
川
と
な
っ
て
字

滝
の
川
何
番
地
と
な
っ
た
。

兵
村
以
外
の
地
は
単
に
空
知
太
又
は
番
外
地と
称
し
て
地
番
の
設
定
は
な
か

っ
た
が、
明
治三
十
三
年
に
至
っ
て
小
区
画
の
宅
地
割
も
行
い
付
番
の
体
勢
に

入
り、
番
外
地
広
小
路
何
丁
目
何
番
地
と
か
空
知
太
何
番
地
の
よ
う
に
し
た
。

一方、
江
部
乙
に
つ
い
て
は
字
ュ
ーベ
オ
ツ
の
字
名
が
屯
田
入
地
前
年
に
告
示

さ
れ
て
お
り、
住
居
地
番
は
四
四
一
番
地
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
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第
三節

滝
川
の
市
街
計
画

市
街
地の
通り
名

明
治二
十
二
年
十
一
月
に
空
知
太
市
街
設
置
の
計
画

の
も
と
に、
宅
地
の
貸
下
げ
告
示
に
よ
り
申
込
者
が
殺
到
し
て
一大
都
市
が
展

開
さ
れ
る
も
のと
思
わ
れ
た
が、
実
際
に
は
放
置
さ
れ
て
い
て
急
激
な
人
口
集

中
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
上
川
原
野
の
開
発
進
行
に
つ
れ
物
資
は
悉
く
滝
川
を
経
て
搬
入
さ
れ

て
い
た
た
め
に、
商
況
は
栄
ん
と
な
り
序
に々
で
は
あ
る
が
来
住
者
が
増
え
続

け
た
。
屯
田
兵
司
令
部
で
は
兵
村
共
有
地の
市
街
図
を
作
成
し
て
市
街
化
を
は

か
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

江
部
乙
屯
田
兵
入
地
の
明
治二
十
七
年
に
は
滝
川、
江
部
乙
屯
田
八
四〇
戸

に
相
当
す
る
番
外
地
居
住
者
が
集
ま
り、
二
十
八
年、
二
十
九
年
に
至
っ
て
は

屯
田
兵
村
人
口
よ
り
も
多
い
状
況
と
な
っ
た。

明
治
三
十
年
に
入
っ
て
屯
田
共
有
地
の
南
側
に
当
た
る
市
街
地
区
も
含
め
て

道
路
に
は
通
り
名
を
つ
け
て
位
置
を
示
す
よ
う
に
な
り、
明
治三
十
年
命
名
と

い
わ
れ
る
市
街
地
道
路
は
明
治
三
十
三
年
一
月
に
道
庁
告
示
が
あ
っ
た
。

北
海
道
庁
告
示
第
一
九
号

石
狩
国
空
知
郡滝
川
村
市
街予
定
地ニ
左
ノ
字
ヲ
新設
ス

但
各
字
区
域
図
ハ
滝
川
村
戸
長
役
場
ニ備
置
ク

明
治
三
十
三
年
一
月
二
十
日北
海
道
庁
長
官
男
爵
園
田
安
賢

本
通

坂
下
通

自
一
町
目
至
五
町
目

仲
通

西
通

茅
通

筋
違
通

広
小
路
通

シ
ン
片
畑
通

新
通

明
神
通

材
木
通

自
南
一
町
目

楓
通

空
知
通

菜
花
通

片
通

蔵
前
通

荷
揚
通

西
裡
通

自
北一
町
目

自
一
町
目
至
二
町
目

自
一
町
目
至
二
町
目

自
一
町
目
至二
町
目

自
一
町目

至
十
一
町
目

自
南
一
町
目
南
二
町
目
至
北
一
町
目

南
一
町
目
自
北
一
町
目
至
北
二
町
目

自
北
一
町
目
至
北
四
町
目

至
南
六
町
目
自
北
一
町
目
至
北
五
町
目

至
南
六
町
目
自
北
一
町
目
至
北
五
町
目

至
南六
町
目
自
北一
町
目
至
北
五
町
目

自
南
一
町
目

自
南
一
町
目

自
北
一
町目

自
北一
町
目
至
北
四
町
目

至
北
四
町
目

自
北
一
町
目
至
北三
町
目

至
北二
町
目

道
路
の
命
名
に
当
た
っ
て
は
本
通
が
国
道
筋
の
通
り
と
い
う
こ
と
で
あ
り、

片
畑
通
り
は
そ
の
当
時
片
方
が
畑
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
命
名
さ
れ
た。
以
下
、

明
神
通
り
は
稲
荷
神
社
に
面
す
る
通
り
。
材
木
通
り
は
材
木
を
積
み
重
ね
て
あ

っ
た
通
り
。
楓
通
り
は
楓
の
木
が
あ
っ
た
。
空
知
通
り
は
空
知
大
橋
の
通
り
。

菜
花
通
り
は
そ
の
当
時
菜
の
花
の
盛
り
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
。
筋
違
通
り
は

斜
の
通
り
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
。
蔵
前
通
り
は
倉
庫
に
面
し
た
と
こ
ろ
。
坂
下

通
り
は
一
の
坂
の
下
で
あ
り
。
東
裡
通
り、
西
裡
通
り
は
本
通
り
の
東
裏、
西

裏
に
通
じ
る
道
路
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
石
狩
川
の
舟
の
着
く
波
止
場
へ
の
新
波

止
場
通
り
。
停
車
場
へ
の
停
車
場
通
り
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
命
名
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

し
か
し
明
治三
十
一
年
上
川
鉄
道
の
開
通
や
こ
の
年
の
大
水
害
で
市
街
は
漸

第
二
章
都
市
計
画
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東
通

自
一
町
目
至
六
町
目

自
一
町
目
至
二
町
目

ス
ジ
カイ



第
五
編
行

政

空
知
郡
滝川
村
屯
田
兵
村
共
有
市
街
図

屯
田
兵
指
令部

北
海道同

部
(北
海
道庁
行
政
資料
室蔵 )

一坂坂下町

裏町二丁目

裏町一丁目

本町一丁目

裏町四丁目

裏町三丁目

本町二丁目

→

一

目丁
四
町
木
柏

目
丁
三
町
木
柏

目丁
二
町
木
柏

目
丁 一
町
木
柏

向ウ雨竜街道
上トック渡場ヲ経テ新十津川ニ

目丁
四
町
茅

目
丁 三
町
茅

目
丁
二
町
茅

目
丁 一
町
茅

目

目
一路小公

←
目丁
七
通
竜雨

目丁
六
通
竜 雨

目丁
五
通
竜雨

目
丁
四
通
竜 雨

町

台

台町一丁目

通

日、
通
達筋

広小路三丁目

本町四丁目

目丁
三
町
原

BT
地
園
遊

四
目

翠町一丁目翠町二丁目

広小路十丁目

広小路九丁目

広小路八丁目

広小路七丁目

広小路六丁目

広小路五丁目

本町五丁目→↓

目丁
五
町
台

目
丁
三
町
翠

町
道
鉄道 街川 津

新
二
沢
見
岩 テ
経
ヲ 川
知
空

道
街
幌
札フ
向

498

雨

、
通

母丁、
町 新
違
肋
一

違筋

目
、通
運

広小路一丁目

本町三丁目

十勝街道二向フ

竜

11

日、
町
新通筋

目 丁
二
町
原

目
丁 一
町
原

T
-

目丁
二
町
台

違

自
十四路

公公
町
道
鉄

目
丁
二
通
竜
雨

目
丁 一
通
竜雨



滝
川
市
街
道
路
図

明
治
三
十
三
年
道
庁
告
示
大
正
九
年
四
月
一
日
認
定

明神通

裡

裡通

明神通裡通

材木通

片畑通

空知通

通 楓

楓通
南三丁目

菜花通

4
9

蔵前通

X

本

通

坂
下
通

西

通

西一丁目

仲

通

違
通

各

西裡通

通

道

0

粗道

路
ニ
た
き
か
わ

至
旭
川
方
面=

至
札
幌
方
面

路

旧 日
樺
戸
街
道
)

場 止
波
新 新
波
止場

通

第
二
章
都
市
計
画

4

本町二丁目三丁目
広

J

場

入

小

浜

界

荷揚通

荷揚第一耕作境界

境界道路

東裡通

東

通

東一丁目

△

通片

片通

南
丁

目道

路
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政

次
衰
微
し
て
明
治
年
代
の
後
半
は
火
の
消
え
た
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た。

大
正
二
年、
下
富
良
野
線
の
開
通
を
み
て
序
に々
盛
況
を
取
戻
し
、
市
街
化

の
傾
向
を
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。

大
正
九
年
四
月
一
日、
全
道
的
な
道
路
認
定
に
よ
り
、
滝
川
市
街
道
路
も
そ

れ
ぞ
れ
認
定
さ
れ
て、
こ
の
通
り
名
は
長
く
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。

字
名
・
地
番
改
正

滝
川
町
で
は
昭
和二
十
五
年
開
基
六
十
年
記
念
事
業

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
字
名
地
番
の
改
正
が
計
画
さ
れ
た
。
従
来
使
わ
れ
て
き
た

通
り
名
と
地
番
は
範
囲
が
広
く、
農
村
地
帯
の
滝
の
川
地
区
は
特
に
広
く
何
番

地
と
呼
ば
れ
て
も
よ
く
分
ら
な
い
状
態
で
あ
り
、
市
街
地
区
に
つ
い
ても
廃
道

と
な
っ
た
通
り
も
あ
る
な
ど
不
便
で
あ
っ
た
。

昭
和
二
十
五
年
八
月、
町
名、
字
名
・
地
番
改
正
委
員
会
が
設
置
さ
れ、
審

議
の
結
果
を
答
申
し
、
二
十
七
年
五
月
三
十
日、
町
議
会
で
議
決
を
得
て、
昭

和
二
十
七
年
九
月
二
十
日
を
も
っ
て
実
施
さ
れ
た
。

昭
和
二
十
七
年
十
月
四
日
北
海
道
告
示
第
一
四
八
二
号
同
年
九
月
二
十
日

施
行
の
字
名
地
番
改
正
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

<
改
称
町
名
字
名
>

栄

島

ち

月 じ
ま

町

さ
か
え 花か空き中か

げっ

ち
ょ
う

ち
ょ
う

ち
ょ
う

ち
ま

町毒

知
町 町

空
知
太
の
一
部

空
知
太
の
一
部

空
知
太
の
一
部
空
知
通
北
一
・南
一
・二丁

目
の
一
部
・
菜
花
通
北

一・
南
一丁
目、
片
通
北
一
・南
一丁
目、
蔵
前
通
北
一丁
目、
荷
揚
通

北
一
丁
目、
西
裡
通
北
一丁
目

材
木
通
北三
丁
目、
楓
通
北二
丁
目
の
一
部
及
三
、
四、
五
丁
目、
空
知

通
北
二
丁
目
の
一部
及
び三
、
四、
五丁
目、
菜
花
通
北
二、
三
、
四、

五
丁
目、
片
通
北二
、
三、
四
丁
目、
蔵
前
通
北
二
、
三
丁
目、
荷
揚
通

北
二
、
三丁
目、
西
裡
通
北二
丁
目

空
知
通
南三
、
四、
五丁
目
の
一部、

楓
通
の
一
部、
材
木
通
の
一
部、

明
神
通
の
一
部
、
裡
一
号、
二
号
の
一
部

空
知
通
北
一、
二丁
目、
南
一
、
二丁
目
の
一
部、
楓
通
北二
丁
目
の
一

部
及
び
北
一
丁
目
南
一
、
二丁
目
の
一部、

材
木
通
北三
丁
目
の
一
部、

北
一、
二、
南
一、
二丁
目、
明
神
通
の
一
部、
新
通、
裡
一
号
の
一

部
、
裡
二
号
の
一部

本
通
一、
二、
三、
四、
五
丁
目
の
一
部、
西
通、
仲
通、
茅
通、
坂下

通
、
広
小
路
通、
西
裡
の
一
部
(末
広
町
を
含
む)

本
通
一、
二、
三、
四、
五丁
目
の
一
部、
東
通、
片
畑
通
の
一
部、
東

裡
の
一
部

片
畑
通の
一
部、
東
裡の
一
部

ち
よ
う

東
裡
の
一
部、
滝
の
川
東
一丁
目、
坂
下、
幌
倉
の
一
部

西
裡
の
一
部、
鉄
橋
通、
新
波
止
場
通

一
の
坂、
滝
の
川
東
一
丁
目
の
一
部
(東
雲
町
の
一
部
を
含
む)、

通
一

丁
目
の
一
部、
西
一丁
目
の
一部

滝
の
川
東
一、
二丁
目
の
一
部
(東
雲
町
の
一部
を
含
む)
通
一、
二丁

目
の
一
部、
西
一、
二丁
目
の
一
部
(旭
ヶ
丘
を
含
む
)

滝
の
川
東二
、
三丁
目
の
一
部
、
通
二
、
三
丁
目
の
一
部
、
西
二
、
三
丁

町 町 ち
ょう

町 ま
ち

町 ま
ち

ま
ち
町

一の
坂

町

町 ち
ょ
う

朝き

あ
さ黄=

金 がね 日ひ

さ
か

た
き
かわ
川 町 4
6
4

明 み
よ
う
じ
ん

ち
ょ
う

新し

東 西 にしひ
が
し

た
き

北 き
む

き
た
き
滝
の
川

まか

か
わ

南
滝
の
川

泉 い
ず
み

町 ち
ょ
う

滝
の
川
西
一、
二、
三
丁
目
の
一
部
(滝
泉
台
を
含
む)

滝
の
川
東
一、
二、
三、
四
丁
目
の
一部、

幌
倉
の
一
部

み
た
み
たき

か
わ

滝
の
川
東
四
丁
目
の
一部、

東
五、
六、
七、
八
丁
目
(開
拓
地
を
含

む)、
通
四丁
目の
一
部
通
五、
六、
七、
八丁
目、
西三
、
四丁
目の

一部、
西
五、
六、
七、
八
丁
目

か
わ

上
徳
富
(池
の
前)、

滝
の
川
西
六
丁
目、
出
島、
採
草
地

滝
ら

川
幌
倉
の
一
部
(種
羊
場、
荒
山
を
含
む)

町
名
・
字
名
の
由
来
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

中
島
町
石
狩
川
・
空
知
川
の
合
流
す
る
空
知
太
中
島
を
包
括
す
る
区
域
で
あ
る
か
ら

500

字
名

(通
称
)

空
知
通
南三
、
四、
五
丁
目
の
一
部

旧

神
町

町書

ま
ち ち

ま

町吉

み
ど
り

お

大う本ん

ほ
ん

い
ち 緑か

西 にし 東 ひが
し

二の
坂
町

う
よ

ちちょう
目
の
一
部

滝
の
川
東
三
、
四
丁
目
の
一
部、
通
三
、
四
丁
目
の
一
部、
西
三
、
四
丁

目
の
一部

第
五
編
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西 東 緑 大 本 明 新 栄 花 空

空
知
町
空
知
通
・
空
知大
橋
に
接
し
空
知太
を
包
括
す
る
か
ら

花
月
町
菜
花
通
り
を中
心と
し、
且
つ
望
月
川
が
流れ
る
から

町
駅前
通り
の
繁
華
街
を包
括し
町
繁
栄
の
もと
と
なる
から

町
球
場・
拘
置所
等
あり
町
の
新し
い
発
展地で

ある
から

明
神
町
明
神
通
り
と
し
て
過
去
の
由
緒
あ
る
地
名
で
あ
る
か
ら

町
本
通り
に
面し
て
いる
から

大
町
町
役
場
そ
の
他
官
公
庁
が
あ
り
町
の
中
心
な
の
で

町
町
の
中
心
よ
り
外
れ
郊
外
的
な
緑
に
包
ま
れ
た
区
域
で
あ
る
か
ら

町
町市
街
地
の東
部
にあり

且
つ東
裡
の東
を取
り入
れて

町
市
街
地
の
西
部
に
あ
り
且
つ
西
裡
の
西
を
取
り
入
れ
て

町

町
一
の坂
地
帯
で
あ
る
か
ら

一
の
坂
町
滝
川
化
学
旭
ヶ
丘
社
宅
の
旭
を
取
り
入
れ
て
(注

旭
を
朝
日
と
し
た
が、
当

朝
日
町
初
の
案
は
「旭町

」
で
あ
った)

黄
金
町
黄
金
波
打
つ
地
で
あ
る
か
ら

二
の
坂
町
二
の
坂
に
あ
る
か
ら

西
滝
川

滝
川
化
学、
夕
張
製
作
所
等
あ
り
、
町
発
展
の
源
泉
で
あ
る
か
ら

泉
町 町

南
滝
の
川
滝
の川
の
南
部
に
位
す
る
から

滝
の
川
の
西
部
に
位
す
る
か
ら

北
滝
の
川
滝
の
川
の
北
部
に
位
す
る
か
ら

東
滝
川
滝
の
川
の
東
部
に
位
す
る
か
ら

今
ま
で
の
街
路
名
で
あ
る
「通
り
」
か
ら
地
区
名
と
し
た
も
の
に
改
正
さ
れ

た
が
改
正
後
い
く
ら
も
経
た
な
い
う
ち
に、
市
民
の
間
か
ら
栄
町
何
番
地
と

か
、
何
町
何
百
何
十
番
地
と
い
わ
れ
て
も
、
位
置
が
わ
か
ら
な
いと
い
う
声
が

起
こ
り
、
同
じ
番
地
で
も
二
〇
〇
軒
以
上
も
の
戸
数
が
あ
る
所
が
あ
る
な
ど
、

不
便
で
再
改
正
が
望
ま
れ
た。

江
部
乙
の
市
街

江
部
乙
屯
田
兵
村
に
あ
っ
て
は
兵
村
に
物
資
を
供
給
す

る
一
部
の
業
者
だ
け
が
屯
田
兵
以
外
の
者
で、
兵
村
の
中
心
地
に
当
た
る
本
通

り
と
十
二
丁
目
の
交
差
点
近
く
に
住
ん
で
い
た。

第
二
章
都
市
計
画

明
治三
十
一
年
七
月
十
五
日、
旭
川
ま
で
の
鉄
道
が
開
通
し
て
江
部
乙
駅
が

置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と、
し
だ
い
に
来
住
者
も
増
し
て
き
た
が、
ま
だ
当
時

は
屯
田
兵
制
度
下
で
兵
村
は
厳
し
く、
土
地
を
払
い下
げ
る
こ
と
も
な
か
っ
た

の
で
市
街
と
し
て
発
展
で
き
な
い
状
況
下
に
あ
っ
た
。

明
治三
十
四
年
に
江
部
乙
駅
が
西
十
一
丁
目
寄
り
に
あ
っ
た
所
が
泥
炭
地
で

住
宅
地
に
適
さ
な
い
こ
と
か
ら
、西
十
二
丁
目
の
北
側
に
移
転
さ
れ、駅

前
の
利

用
が
あ
り、
駅
から
西
十二
丁
目
と
通
り
十
二
丁
目
が
し
だ
い
に
市
街
化の
形

態
を
み
せ
始
め
た
。
こ
の
年
が
江
部
乙
屯
田
兵
の
現
役
満了
の
年
に
当
た
る
。

こ
の
こ
ろ
に
も
ま
だ
土
地
制
度
が
厳
し
い
状
況
に
あ
り、
自
由
に
売
買
は
で

き
な
い
た
め
極
端
な
開
発
は
な
か
っ
た
。

明
治
三
十
九
年
十
一
月
に
至
っ
て
屯
田
兵
土
地
給
与
規
則
が
廃
止
さ
れ、
初

め
て
屯
田
兵
の
土
地
所
有
権
も
確
立
す
る
と
、
当
然
の
よ
う
に
兵
村
内
の
移
動

が
活
発
に
な
り
、
転
出
入
も
増
し
し
だ
い
に
市
街
化
が
進
ん
だ
の
で
あ
る
。

江
部
乙
村
の
分
村
後
に
も
急
激
な
人
口
増
も
な
く
道
路
の
造
成
は
な
か
つ
た

の
で
あ
る
が
、
江
部
乙
駅
前
の
奥
地
に
開
設
し
た
榛
谷
医
院
は
駅
前
か
ら
本
通

に
向
か
う
途
中
の
湿
地
帯
ま
で
を
造
成
し
た
通
路
を
つ
く
り
、
住
民
の
便
を
は

か
り
、
さ
ら
に
本
通
り
寄
り
の
地
主
か
ら
土
地
の
提
供
を
受
け
協
力
を
得
て
湿

地
帯
を
埋
め
た
道
路
が
で
き
た
。
兵
村
設
置
以
来
初
め
て
の
新
設
道
路
と
な
っ

た
こ
の
道
路
は
「ハ
ン
ガ
イ
通
り
」
と
称
さ
れ、
住
民
か
ら
感
謝
さ
れ
名
を
残

し
た
駅
前
通
り
で
あ
る
。

は
ん
が
い

江
部
乙
地
区
に
あ
っ
て
は
昭
和
の
初
期
ま
で
新
設
道
路
の
造
成
は
な
く、
終

戦
後
に
至
っ
て
多
く
造
成
が
行
わ
れ
て
い
る
。

昭
和二
十
年
以
降
に
引
揚
者
な
ど
の
定
住
者
が
増
加
し、人

口
も
八
、〇
〇
〇

501
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人
を
超
え
、
二十
三
年
に
は
九、
〇
〇
〇
人、
三
十
一
年
に
一
万
人
を
上
回
る

ほ
ど
に
な
る
と
市
街
地
区
が
広
が
り
、
住
所
も
明
確
に
示
す
必
要
が
生
じ
た
。

昭
和
四
十
二
年
に
市
街
地
の
住
民
で
組
織
し
て
い
る
町
内
会
連
合
会
(二
九

個
町
内会、

八三
三
世帯)

で
は
主
要
幹
線
道
路
の
名
称
改
正
問
題
を
協
議
し
た
結

果
、
次
の
と
お
り
決
定
し
、
町
道
路
建
築
物
整
備
委
員
会
で
も
了
承
し
て
条
丁

目
の
名
称
を
使
う
こ
と
に
な
り、
町
広
報
「え
べ
お
つ」
七
月
一
日
号
に
掲
載

し
て
住
民
に
周
知
さ
せ
た
。

9 8 7 6 5 4 3 2 17 68 1十
二
丁
目
線
を
「中
央
通
り
」
に
し
て
南
北
に
条
を
つ
け
る

鈴
木
ガ
ソ
リ
ン
店
か
ら
鉄
道
官
舎
の
方
に
か
け
て
「南
一
条
通
り
」

23
磯
江
宅
から
寺
島
ジ
ン
ギ
ス
カン
店
の
方
に
か
け
て
「
南
二
条
通
り」

そ
の
南
側
を
「
南三
条
通
り
」
と
し

北
は
北
誇
ハ
イ
ヤー
会
社
か
ら
西
野
鉄
工
所
ま
で
の
公
園
通
り
を
「北
一
条
通
り
」

先
名
は
き
も
の
店
駅
前
間
の
駅
前
通
り
線
を
「北二

条
駅
前
通
り
線
」

5

江
部
乙
砂
利
事
務
所
から
大
林
温
泉
浴
場
へ
の
線
を
「北三

条
通
り
」

長
沢
う
ど
ん工
場
う
ら
の
井
上
宅
横
の
た
て
道
路
を
「北
四
条
通
り
」

農
協
資
材
セン
タ
ー、
り
ん
ご
集
荷
所
通
り
を
「北
五
条
通
り
」

9

以
下、
町
の
市
街
地
道
路
整
備
計
画
に
し
た
が
っ
て
南
北
に
条
の
一連
番
号

を
つ
け
る
こと
が
将
来
の
た
め
に
も
最
適
で
あ
る
と
決
め
た
。

な
お、
横
道
路
に
つ
い
て
は
国
道
を
「本
通
り
」、公

園
横
通
り
ま
で
を
「西

一丁
目
」、
駅
前
西
裏
通
り
線
ま
で
を
「西二

丁
目」、

鉄
道
西
側
線
を
「西三

丁
目
」、
国
道
の
東
側
は
「
東
一丁
目」
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
新
滝
川
市
の
住
居
表
示
制
度
ま
で
使
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
が、

通
称

名
と
し
て
は
現
在
も
残
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

住
居
表
示
制
の
実
施

滝
川
町
で
は
昭
和
二
十
七
年
九
月
以
来、
住
所
を

表
す
何
町
何
番
地
が
使
わ
れ
て
き
た
が、
こ
の
番
地
が
順
序
を
追
っ
て
い
る
場

江部乙市街主要道路図← 至
雨
竜

西三丁目線

西
二
丁
目
線

南
三
条
通
り
線

南
二
条
通
り
線

南
一
条
通
り
線

卍

中
央
通
り
線

北
一
条
通
り
線

北
二
条
駅
前
通
り
線
(

�

北
三
条
通
り
線

北
四
条
通
り
線

北
五
条
通
り
線

西
一
丁
目
線

文

糸

11二
卍

←
至滝川 × 〒 至深川文

卍

卍

=
F

灌 漑 溝
1東

一
丁
目
線

合
は
位
置
を
示
す
に
し
て
も
わ
か
り
や
す
い
こ
と
に
な
る
も
の
の、
実
際
に
は

広
い
同
番
地
に
次
と々
住
宅
が
建
て
ら
れ
て
い
る
例
が
多
く
、
ま
た
隣
り
合
っ

た
番
地
が
桁
数
も
違
う
飛
番
で
あ
る
こ
と
が
珍
ら
し
く
な
い
滝
川
に
あ
っ
て

は、
住
所
を
尋
ね
て
も
分
ら
な
い
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
日
常
生
活

に
不
便
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
次
の
事
柄
に
支
障
を
き
た
し
て
い
た
。

�
救
急
車
・
消
防
車
・
パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
・
医
師
な
ど
が、
目
的
地
に
早
く
着
け
な
い
と
い

う
こ
と
。

◎
郵
便
・
電
報
の
配
達
に
不
便
で
遅
れ
た
り
、
間
違
って
配
達
さ
れ
る
こと
。
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◎
訪
問
者
が
住
宅
を
捜
す
の
に
苦
労
で
あ
り、
ま
ち
の
印
象
も
悪
く
な
る
こ
と
。

�
商
店
な
ど
の
荷
物
の
集
配
に
無
駄
な
労
力
や
経
費
が
か
か
る
こ
と
。

住
所
が
わ
か
りづ
ら
いと
い
う
の
は
滝
川
市
だ
け
のこ
と
で
は
な
く、
全
国

の
市
町
村
に
共
通
す
る
悩
み
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら、
国
で
は
昭
和三
十
七
年
五

月
十
日
「住
居
表
示
に
関
す
る
法
律」
を
制
定
し
て
、
新
し
い
住
居
表
示
制
度

のも
と
に
全
部
の
建
物
に
番
号
を
付
け
る
こ
と
を
奨
励し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
相
当
の
費
用
を
要
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、

各
市
町
村
に
あ
っ
て
も
な
か
な
か
実
行
に
移
さ
れ
な
い
実
情
に
あ
り、
道
内
都

市
で
は
検
討
を
進
め
て
は
い
る
が
、全
国
的
に
は
立
ち
遅
れ
の
状
況
に
あ
っ
た
。

滝
川
市
で
は
昭
和
四
十
六
年
度
に
事
務
的
な
検
討
に
入
り
、
翌
四
十
七
年
五

月
、
住
居
表
示
審
議
会
が
設
置
さ
れ、
将
来
の
市
の
発
展
に
適
応
で
き
る
新し

い
住
居
表
示
の
方
法
に
つ
い
て
慎
重
に
検
討
を
重
ね、
四
十
八
年
十
二
月
に
至

っ
て
中
間
答
申
が
市
長
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
概
要
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り

一
住
居
表
示
の
実
施
区
域

一道
路
網
の
完
備
し
た
区
域
を
実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
た
め
、
現
状
市
街

化
さ
れ
て
い
る
区
域
及
び
市
街
化
が
予
想
さ
れ
る
区
域
と
す
る
。

そ
の
区
域
は、
本
町、
大
町、
緑
町、
栄
町、
明
神
町、
花
月
町、
空
知

町、
新
町、

一
の
坂
町、
朝
日
町、
黄
金
町、
東
町
の
一
部、
西
町
の
一
部
、

泉
町
の
一
部、
江
部
乙
町
の
一部
(市
街
地区)、

東
滝
川
の
一
部
(市
街
地区
)

二
住
居
表
示
の
方
式

住
居
表
示
の
方
式
に
は
道
路
方
式
と
街
区
方
式
が
あ
る
。
滝
川
市
に
お
け
る

道
路
方
式
の
検
討
に
当
た
っ
て、

「条
丁
目
」
式
で
の
住
居
表
示
と
な
る
が、

国
道三
十
八
号
線、
道
滝々
川
浜
益
線
を
は
さ
ん
で
道
路
が
斜
め
に
交
差
し
て

第
二
章
都
市
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お
り
、
縦
横
に
整
然
と
な
っ
て
い
る
道
路
の
市
街
で
な
い
た
め
困
難
で
あ
る
。

こ
の
た
め
そ
の
利
点
も
加
味
し
た
帯
状
の丁
目
街
区
割
を
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た。
法
律
第二
条
第
一
項
の
街
区
方
式
に
は

市
町
村
の
町
ま
た
は
字
の
名
称
な
ら
び
に
当
該
町
ま
た
は、
字
の
区
域
を
道
路
も
し
く
は

軌
道
の
線
路、
そ
の
他
の
恒
久
的
な
施
設
ま
た
は、
河
川、
水
路
な
ど
に
よ
っ
て
区
画
し
た

場
合
に
おけ
る
そ
の
区
画
さ
れ
た
地
域
(街
区)
につ
け
ら
れ
る
符号

(街
区
符
号)
お
よ

び
当
該
街
区
内
に
お
け
る
建
物、
そ
の
他
の工
作
物
に
つ
け
ら
れ
る
住
居
表
示
の
た
め
の
番

号
(
住
居
番
号)
と
を
用
い
て
表
示
す
る
方
法
を
い
う
。

と
あ
る
。

三
住
居
表
示
実
施
基
準

1
基
準
点
国
道
十
二
号
線
と
国
道三
十
八
号
線、
道
滝々
川
浜
益
線
の
交

差
点
と
す
る
(拓
銀支
店
前
)。

2
町
名
の
定
め
方
町
名
は
で
き
る
限
り
従
来
の
名
称
に
準
拠
し
、
町
区
の

分
割
で
新
し
い
町
名
を
つ
け
る
と
き
は
地
域
に
お
け
る
歴
史、
伝
統、
文
化

の
う
え
で
由
緒
あ
る
も
の、
親
し
み
深
い
も
の、
語
調
の
よ
い
も
の
を
選
択

す
る
。

3
町
割
り
原
則
と
し
て
現
町
区
を
帯
状
に
丁
目
割
と
す
る
。

4
国
道
に
よ
り
町
が
分
断
し
て
い
る
場
合

一の
坂
町、
朝
日
町
な
ど
に
つ

い
て
は
国
道
を
境
に
「東
・
西
」
の
名
称
と
丁
目
を
つ
け
「朝
日
町
東
何
丁

目
」、「
朝
日
町
西
何
丁
目
」
と
す
る
。

5
住
居
表
示
の
し
か
た
現
町
区
に
丁
目
を
つ
け
た
新
町
名
と
街
区
符
号
、

住
居
番
号
で
表
示
す
る
。

例例
(町
名
)

(街
区
)(住
居

符
号
八
番
号
)

滝
川
市
〇
〇
町
〇
丁
目
〇
番〇
号
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団
地
に
お
け
る
住
居
表
示

滝
川
市
〇
〇
町〇
団
地〇
番
〇

絡
棟
番
/(各
戸
の
)

6
実
施
期
間
五
カ
年
次
期
間
と
す
る
。

こ
の
中
間
答
申
に
よ
る
新
住
居
表
示
の
方
式
は、
こ
れ
ま
で
の
財
産
登
記
地

番
と
住
居
表
示
が
一
致
し
て
い
た
も
の
を
切
り
離
し
て、
新
た
に
住
居
表
示
専

用
の
地
番
を
街
区
割
り
に
整
然
と
つ
け
直
す
と
い
う
も
の
で、
財
産
登
記
の
地

番
変
更
と
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
(注
町
名変
更
と
な
る
)。

翌
四
十
九
年三
月
、
住
居
表
示
実
施
の
基
本
的
な
事
項
と
し
て
答
申
さ
れ、

こ
の
間
、
市
議
会
総
務
常
任
委
員
会
で
も
併
行
し
て
審
議
さ
れ、
三月
定
例
市

議
会
に
提
案
議
決
を
得
て、
四
十
九
年
度
か
ら
五
カ
年
の
事
業
と
し
て
実
施
に

踏
み
切
っ
た
。
各
年
の
実
施
は
十
月
一日
か
ら
行
っ
て
い
る
。

昭
和
四
十
九
年
の
第
一年
次
実
施
地
区
は
住
居
の
密
集
地
区
又
は
同
番
地
内

住
宅
が
並
ぶ
朝
日
町
西
地
区
と
し
た
。
朝
日
町
西
地
区
の
一四
二
番
地
を
例
に

と
る
と
枝
番
は
あ
る
と
は
い
え
、
改
正
時
に
二
八
七
世
帯
も
あ
り、
特
に
新
住

居
表
示
を
必
要
と
す
る
地
区
で
あ
っ
た
。

▲
四
丁
目
一
～
七
番

ヘ
三
丁
目
一～
七
番

11

二
丁
目
一～
七
番

ク
西
二
丁
目
一
～
九
番

朝
日
町
西
一
丁
目
一～
九
番

ク
四
丁
目
一
～
一〇
番

ク
三
丁
目
一～
九
番

シ
二丁
目
一～
八
番

明
神
町
一丁
目二
～
六
番

11

昭
和
五
十
二
年
十
月
一
日
実
施
地区

(第
四
年
次
)

西
三
丁
目
一
～
九
番

朝
日
町
東
一
丁
目
一
～
一
六
番

東二
丁
目
一～
一
六
番

ク
東
三
丁
目
一～
一
六
番

11 11

西
二
丁
目
一～
六
番

西
一丁
目
一～
八
番

東
三
丁
目
一～
一
四
番

東
二
丁
目
一～
七
番

一の
坂
町
東
一
丁
目
一～
七
番

〃11 11 11 11 11

へ
五
丁
目
一
～
八
番

ク
二丁
目
一～
一
八
番

幸
町
一丁
目
一～
一
一番

少
八丁
目
一～
七
番

西
町
六
丁
目
一
～
七
番

ク
七
丁
目
一
～
四
番

～

西
一
丁
目
一～
七
番

西
二
丁
目
一
～
八
番

西
三
丁
目
一～
八
番

西
四丁
目
一
～
八
番

11 " 少
東
四
丁
目
一～
一
六
番

11

東三
丁
目
一～
一六
番

朝
日
町
東
四丁
目
一～
一六
番

黄
金
町
東
一丁
目
一～
一
六
番

東二
丁
目
一～
一
六
番

～

少
三
丁
目
一
～
一三
番

二
丁
目
一
～
一三
番

"

花
月
町
一
丁
目
一
～
一三
番

少
二丁
目
一～
一
三
番

～

ク
三
丁
目
一～
一三
番

空
知
町
一
丁
目
一
～
一三
番

七
丁
目
一
～
七
番

" ク "
四
丁
目
一～
五
番

へ
五
丁
目
一～
六
番

六
丁
目
一
～
六
番

へ
三
丁
目
一
～
七
番

二
丁
目
一
～
七
番

緑
町
一
丁
目
一～
七
番

朝
日
町
西三
丁
目
一～
九
番

昭
和
五
十
年
十
月
一
日
実
施
地
区
(第二

年
次
)

大
町
一
丁
目
一～
八
番

ク
二丁
目
一～
八
番

"
三
丁
目
一～
八
番

ハ
四
丁
目
一
～
九
番

ハ
五
丁
目
一～
九
番

△
六
丁
目
一～
八
番

新
町
一
丁
目
一～
一
一番

"1 11

ハ
二丁
目
一～
一
〇
番

"
三
丁
目
一～
一
五
番

♪
四
丁
目
七
～
一五
番

五
丁
目
一
一～
一
七
番

六
丁
目

昭
和
五
十
一
年
十
月
一
日
実
施
地
区
(第三

年
次)

ク
四
丁
目
一～
四
番

ミ
三
丁
目
一～
七
番

西
町
一
丁
目
一～
六
番

ミ
二丁
目
一～
八
番

!

一
朝
日
町
西
四
丁
目
一～
九
番

号
八
番
号

♪
四
丁
目三
～
九
番

本
町
一丁
目
一～
七
番

少
三
丁
目
三
～
一
一番

11

二
丁
目
一
～
一三
番

(新
町
名)

(街
区
符
号
)

栄
町
一丁
目
四
～
一
五
番

昭
和
四
十
九
年
十
月
一
日
実
施
地
区
(第
一年
次)
(新
町
名)

(街
区
符
号)

本
町
五
丁
目
一～
七
番

ク
六丁
目
一～
五
番
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第
二
章
都
市
計
画

二
の
坂
町
西
一
丁
目
か
ら
同
西
四
丁
目
ま
で

新しい住居番号のつけ方参考図

3 2 ① V

12 (13

4
) 15 16---

基礎番号の間隔 4 7

各戸の玄関
10

10 (1)

9 9

3

2 本町3丁目
8. 20

玄関に通ずる
通路 7 11

21

住居番号(号)

7

6 2

1

22

5 4
)

n)

2 1

基準点(拓銀前交差点)
に近い起点

3. 2

基礎番号

・空知太郎さんの住所 本町3丁目2番19号
(又は本町3丁目2-19)

滝川花子さんの住所 本町3丁目2番8号
(又は本町3丁目2-8)

滝
の
川
町
東
一
丁
目
から
同
東
四
丁
目
ま
で

滝
の
川
町
西
一丁
目
か
ら
同
西
八
丁
目
ま
で

こ
の
町
の
設
定
に
よ
り
二
の
坂
町
に
お
いて
は
一
部
未
実
施
区
域
が
残
っ
て

お
り
、
滝
の
川
町
は
旧
北
滝
の
川
地
域
内
の
設
定
で
東
四
丁
目
は
東
五
丁
目
通

り
線
が
北
滝
の
川
地
区
と
の
境
界、
西
八
丁
目
は
西
六
丁
目
通
り
線
を
境
界
と

し
て
い
る
。

な
お、「

住
宅
番
号
」
は
左
図
の
よ
う
に
起
点
(基準
点
に
近
い
街区
の角)

か
ら

右
ま
わ
り
に
一
〇
メ
ー
ト
ルご
と
に区
切
っ
て
1
号
、
2
号
…
…
と
い
う
よ
う

に
住
居
番
号
の
基
礎
と
な
る
番
号
(基
礎
番号)

を
図
上
で
空
地
に
も
あ
ら
かじ

昭
和
五
十
三
年
十
月
一
日
実
施
地
区
(第
五
年
次
)

東
町
一
丁
目
一
～
八
番

! ! "

四
番

西
一
一丁
目
一、
三、
五
、
七
～
一

江
部乙
町
西
一
〇
丁
目
一三
番

東
一三
丁
目

一番
～
一
三
番

東
一二
丁
目
一
～三
、
五、
七、
九

番
、
一一
～
一
四
番

東
一
一丁
目
一、
三、
五、
七、
九

江
部乙
町
東
一
〇
丁
目
九、
一一
、
一三
番

町
で
あ
る
。)

(注
有
明
町
扇
町
は
旧
西
町、
幸
町
は
旧
泉

泉
町
一
丁
目
一
～
二
一番

ク
二丁
目
一
～
一
六
番

ク
三
丁
目
一
～
一
四
番

少
二丁
目
一
～
二
二
番

扇
町
一
丁
目
一～
五
番

西
一二
丁
目
一
～
一
四
番

西
一三
丁
目
一～
四
番

五
ヵ
年
計
画
の
住
居
表
示
実
施
も
計
画
ど
お
り
終
了
し
た
が、
こ
の
間
北
滝

の
川
地
区
の
団
地
完
成
に
伴
う
住
区
の
拡
大
に
よ
り
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
十

一
日
付
第
六
年
次
実
施
地
区
と
し
て
、
二
の
坂
町、
北
滝
の
川
団
地
周
辺
の
住

居
表
示
整
備
に
つ
き
諮
問
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
た
審
議
会
で
は
検
討
の
結
果

を
五
十
四
年
五
月
八
日
答
申
し
た
。
同
年
六
月
十
二
日
の
市
議
会
に
提
案
議
決

に
よ
り
十
月
一
日
から
新
た
な
町
の
区
域
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た。

少
三丁
目
一～
四
番

へ
四
丁
目

-

"
二
丁
目
一～
四
番

東
滝
川
一
丁
目
一
番

11

ハ
四丁
目
一
～
八
番

ク
五
丁
目
一～
八
番

六
丁
目
一～
八
番

ク
七丁
目
一～
八
番

△
八
丁
目

ハ
三
丁
目
一～
八
番

ク
二丁
目
一
～
八
番

" 少
五
丁
目
一
～二
番

六
丁
目

ク
三
丁
目
一～
三
番

少
四
丁
目
一～
五
番

ク
二
丁
目
一
～
七
番

幸
町
三
丁
目
一～
九
番

少
四
丁
目
一～
五
番

有
明
町
一
丁
目
一
～
五
番

505

(1) 13

=
◀

17

空知太郎商業住居地域10m
工業地域15m

①
19

8

滝
川
花
子 2
.

O
T

街区符号(番)

1 本町2丁目

"

"1

本町4丁目

二
の
坂
町
東
一
丁
目
か
ら
同
東
四
丁
目
ま
で
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め
つ
け
、
主
な
出
入
口
に
面
し
た
基
礎
番
号
が
そ
の
建
物
の
住
宅
番
号
と
し
て

あ
る
。
さ
ら
に
街
区
の
四つ
角
に
建
物
や
ポ
ー
ル
を
利
用
し
て
、
町
名
と
街
区

符
号
を
表
す
街
区
表
示
板
を
取
り
付
け、
住
居
表
示
に
は
街
区
符
号
と
住
居
番

号
の
数
を
表
し
た
住
居
表
示
板
を
各
家
屋、
建
物
の
入
口
に
取
り
付
け
て
い
る

こ
と
で、
住
所
位
置
は
極
め
て
わ
か
り
や
す
く
な
っ
た
。

新
し
い
住
居
表
示
に
伴
い
町
名
を
変
更
さ
れ
た
地
区
は、
西
町
か
ら
有
明
町

と
扇
町
・
泉
町
か
ら
幸
町
が
分
割
さ
れ
た
が、
こ
の
町
名
の
由
来
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

あ
り
あけ

有
明
町
滝
川
の
発
展
が
この
地
か
ら
始
ま
っ
た
の
で、
滝
川
の
夜
明
け
の
意
味
で
あ

り、
読
みや
すく
親
しみ
や
す
い。

扇 お
う
ぎ

町
新町
区
域の
地
形が
扇
形で
あり、

読
みやす

く
親
しみ
やす
く
語
調も
よく

簡
略
で
あ
る
。

町
幸
な
町
で
住
民
も
幸
せ
に
な
る
よ
う
に、
ま
た
読
み
や
す
く
親
し
み
や
す
く、

幸 さ
い
わ
い

語
調
も
よ
く
簡
略
で
あ
る
。
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滝
川
市
町
区
域
及
び
名
称
設
定
図

(昭
和
54 年10月

1日
現
在 )

60
0

つ おべ え

西
七
丁
目
通
り
線

東
七
丁
目
通
り
線

西
十
四
丁
目
通
り
線
東
十
四
丁
目
通
り
線

江
部
乙
町
江
部
乙
町

西
十
三
丁
目
東
十
三
丁
目

線
北
滝
の
川

西
六
丁
目
通
り
線

東
六
丁
目
通
り
線

滝 の川町 西八 丁
目

函

西
十
三
丁
目
通
り
線

丁
目
通
り
號
費

滝
の 川 町西七丁目

滝
の
川
町
西
六
丁
目

江
部
乙
町
江
部
乙
町

で
部
江 西
十
二
丁
目
東
十
二
丁
目

滝
の
川
町
西
五
丁
目

東
五
丁
目
通
り
線

【
道
江
部
乙
雨
電
線

ド
線

滝
の
川
町

西
三
丁
目

滝
の
川
町
東
三
丁
目

江
部
乙
町
江
部
乙
町

西
十
一
丁
目
|東
十
一
丁
目

滝
の
川
町

西
二
丁
目

滝
の
川
町
東
二
丁
目

東
四
丁
目
通
り
線

・東
滝
川
町
三
丁
目

線
因

西
十
一
丁
目
通
り
線
道
東
十
一
丁
目
通
り

東
滝
川
町

四
丁
目

号
コの坂剛

西
江
部
乙
町
江
部
乙
町
東

西
十
丁
目
東
十
丁
目
線

西
三
丁
目
通
り
線

西
十
丁
目
通
り
線
東
十
丁
目
通
り
線

黄
金
町
西
四
丁
目

黄
金
町
東
四
丁
目

南
滝
の
川

黄
金
町
西
三
丁
目
十
黄
金
町
東
三
丁
目

黄
金
町
西
二
丁
目

黄
金
町
東
二
丁
目

至
赤
平市

西
幸
町
四
丁
目

黄
金
町
西
一
丁
目

黄
金
町
東
一
丁
目

東
二
丁
目
通
り
線

町
泉

朝
日
町
西
四
丁
目
号
朝
日
町
東
四
丁
目

幸
町

朝
日
町
西
三
丁
目

朝
日
町
東
三
丁
目

三
丁
目

朝
日
町
西
二
丁
目

朝
日
町
東
二
丁
目

:::
朝
日
町
西
一
丁
目

朝
日
町
東
一
丁
目

東

線り通場業授二第東

(中
空
知
流
通
団
地
)

泉
町

線
町
一
丁
目

第西

幸
町
二
丁
目
幸
町
一
丁
目

一の
坂
町
東
.丁
目

三
東
町
六
丁
目

※の
坂
町
西
二
丁
目

ー
の
坂
町
東
一
丁
目

緑
町
六
丁
目

東
町
五
丁
目

六
丁
目

場
本
町
六
丁
目
大
町
六
丁
目

大
町
五
丁
目

緑
町
五
丁
目
三

東
町
四
丁
目

扇
町
二
丁
目

西
西
町

江
八丁目

ITE
丁
目

本
町
三
丁
目

大
町
三
丁
目
緑
町
三
丁
目

扇
町
河
川
敷
地

扇
町

東
町
二
丁
目

本
町
二
丁
目

大
町
二
丁
目
1緑
町
二
丁
目

一
丁
目

町
西丁
目
本
町
一
丁
目

大
町
一
丁
目

目丁緑
町
一
丁
目

東
町
一
丁
目

有
明
町

四
丁
目

有
明
町
有
明
町

二
丁
目

町栄
栄 丁目

目

木

町

目

町明明神町三 目明神

四丁目

新

町

町目新町三

目

的
新
町
河
川
敷
地
:

知口
-

有
明
町
云
五
丁
目
-有
明
町

有
明
町
河
川
敷
地

目
丁
六
有
明町

狩

石

花月
町

空知町一丁

目
空知町二 目
空知町三丁目
空知

河川敷

地

!

橋 太
知
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滝
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一
の
坂
町

緑
町
七
丁
目

扇
町
三
丁
目

西
町

西
町
三
丁
目

目丁
四

通
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本
町
五
丁
目

本
町
四
丁
目

大
町
四
丁
目
:
緑
町
四
丁
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三
丁
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国
道
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目
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,
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新

・
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新町五丁目

至新 十津川
町

栄町一丁目
花月町一丁目

二 丁目

町三丁

目

三

の
坂
町
西
三
丁
目

の
坂
町
東
三
丁
目

東
町
七
丁
目

河
川
敷
地

0
泉
町
二
丁
目

西
丁
目
通
り
線

第 り 通 場 業 授 | 第 東

本

合 コ ー ン 東 風

こ
の
坂
町

西
二
丁
目
国

二の
坂
町
東
二
丁
目
に

線
こ
の
坂
町
西
一
丁
目
道

の
坂
町
東
一
丁
目
氏

東
三
丁
目
通
り
線

駅
山 本

東
滝
川
町
東
滝
川
期)

X2
丁
目
一
丁
目

西
四
丁
目
通
り
線

滝の川町西一丁目
滝
の
川
町
東
一
丁
目

の
坂
町
東
四
丁
目

この
坂町西四

丁目

この坂町西三
T
X

二
の
坂
町
東
三
丁
目

一
至
根
室

西
五
丁
目
通
り
線

滝の川
町

西四
丁
目

滝
の
川
町
東
四
丁
目

東
滝
川

町新

新町
\空 丁 U\
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栄町二

丁目
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=
東
町

東
小
学
校

東
町
八
丁
目
線

目
丁
北

西
町





都
市
計
画
委
員
会

滝
川
市
の
都
市
計
画
事
業
を
推
進
し、
そ
の
円
滑
な

遂
行
を
期
す
る
た
め、
昭
和二
十
二
年
十
月
三
十
一
日、
滝
川
町
都
市
計
画
委

員
会
が
設
置
さ
れ、
当
初
は
議
会
議
員
で
構
成
さ
れ
た
。

昭
和
二
十
二
年
十
月三
十
一
日
議
会
推
せ
ん
就
任

次
田
秀
彦

国
兼
保
男

樋
口
隆
治

佐
藤
伸
昭

阪
本
茂

相
田
貞
弘

真
田
整
一

松
重
三
郎

田
中
君
太
郎

中
村
正
男

籔
内
喆
夫

社
内
与
造

石
金
清
美

米
田

花
摘
誠
吉実

少
覚
後
呂
義
久 納

新
市
発
足
後
の
委
員
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

退
任

岩
村
吉
太
郎

第
二
章
都
市
計
画

相
田
貞
弘

真
田
整一

林
亀

藤
波
孝
成

林

亀

社
内
与
造

岩
村
吉
太
郎

吉
田
堅
治

酒
井

南
義
夫

薮
内
喆
夫

社
内
与
造

古
館
健一

阪
本

岩
村
吉
太
郎

昭
和
四
十
年
八
月
一
日
就
任

石
黒
貞
一

山
下
菊
太
郎

川
村
捨
五
郎

田
中
君
太
郎

犬
飼
克
己

米
山
三
郎

田中
正
雄徹

鷲
尾
外
吉
咒
・七・一～

五
・六・三

大
草
一二
三
同

深
田
義
勝
同
右
～
咒
・六・三

松
重
三
郎
同
右
～
尺
・六・三

荒
島

太
田

保
同
右
～
現
在

豊
同
右
～
三
・六・三

氏

秋
山
義
雄
買・七・一～

五
・六・三

名
就
任

吉
岡
重
信
三
・七・一

～
現
在

近
藤
輝
雄
同
右
～
現
在

川
端

保
同
右
～
三
・四・三

松
山
哲
男
同
右
～
現
在

峯
村
居
林
幹
生
同
右
～
五・五・三五

孝
同
右
～五四・五・三五

定
利
同
右
～
現
在

正
道
三
・五・一

～
現
在

川
田
政
一
同
右
～
五四・五・二五

良
一
五四・五・三五～

現
在

種
田
佐
伯
恭
憲
同
右
～
現
在

恒
隆
西
・
七
一
～
現
在

鉄
雄
同
右
～
現
在

土
井

湯
沢

岡
田
秀
夫
同
右
～
現
在 田
中
君
太
郎

中
村
正
男

鈴
木
信
彦

と
な
っ
た
が、
昭
和
四
十
四
年
十
二
月
五
日、
滝
川
市
都
市
計
画
審
議
会
条

例
の
公
布
に
よ
り、
都
市
計
画
委
員
会
は
同
審
議
会
と
組
織
変
更
さ
れ
た。

都
市
計
画
審
議
会

委
員
構
成
は
学
識
経
験
の
あ
る
も
の
五
人
以
内
、
市

議
会
の
議
員
四
人
以
内、
市
の
職
員
三
人
以
内
の
組
織
で、
任
期
は二
年
と
し

た
。
昭
和
四
十
五
年
一
月
三
十
日
に
次
の
と
お
り
委
嘱
発
令
が
あ
っ
た。

薮
内
喆
夫

米
山
三
郎

田
中
正
雄

犬
飼
克
己

阪
本

川
村
捨
五
郎

古
館
健
一

昭
和
三
十
五
年三
月
一
日
に
市
の
規
則
公
布
に
よ
り、
都
市
計
画
に
関
す
る

諸
般
の
事
項
を
調
査
審
議
し
て、
市
長
に
答
申
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

猪
口
英之
助
同
右
～
咒・六・三

名
就
任

退
任

相
田
貞
弘
哭
・七・一～

現
在

花
摘
誠
吉
同
右～
五
・六・三

氏

社
内
与
造

少
覚

納
同

後
呂
義
久
同
右
～
五四・五・二

同
右～
吾
・六・三

右
～
三
・六・三

右～
吾
・六・三

島
田
定
雄
同

真
田
整
一
同

宮
部
光
夫
同
右
～
咒・六・三

右～
吾・六・三

右～吾
・六・三

大
村

石
黒
貞
一

相
田
貞
弘

中
島
正
雄

猪
口
英
之
助

田
中
君
太
郎

健

一

草
沢

薫

昭
和
四
十
二
年
条
例
第
一
六
号
公
布
に
よ
り、
八
月
一
日
就
任
委
員
は

古
館

米
田

社
内

与
造 実実

福
島
隆
治

住
居
表
示
審
議
会

合
理
的
な
住
居
表
示
の
実
施
方
策
を
樹
立
す
る
た
め、

市
長
の
諮
問
に
応
じ
調
査
及
び
審
議
を
す
る
た
め、
昭
和
四
十
七
年
五
月
三十

507

中
島
善
治

昭
和
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
就
任

吉
田
儀
作

寺
口
四
郎

国
兼
保
男

樋
口
隆
治

昭
和三
十
年
五
月
十
六
日
就
任

中
島
正
雄

坂
田
弘
治

昭
和
三
十
四
年
五
月
十
二
日
就
任

茂

新
し
い
委
員
構
成
は
学
識
経
験
者
一〇
人
以
内、
市
議
会
議
員
二
人
、
市
議

会
議
員
の
中
か
ら
任
命
さ
れ
た
北
海
道
都
市
計
画
地
方
審
議
会
委
員
五
人
の
委

員
一
七
人
以
内
で
組
織
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
任
期
は
四
年
で
あ
る
。

こ
の
委
員
の
発
令
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

昭
和
三
十
六
年三
月
一
日
就
任

茂

樋
口
隆
治

今
井



政
第
五
編
行

日
、
委
員
を
委
嘱
し
た
。
そ
の
後
の
委
員
も
含
め
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

氏氏
名 名

就
任

草
浦
正己

四
・五・三

～
現
在

土
井
恒
隆
同
右

～
現
在

西
岡

重
寿

同
右

～
現
在

会
曽
川
直
久
同

右
～
現
在

中
島
広
保

早
弓
房
松
同
右

金
子
協
平
同

右
～
現
在

右
～院
・五・三一

～
現
在

日
野
田
通
正
同
右
～
三
・五・三

堀
田
秀
行
同
右
～
五〇・六・二七

種
田
良
一
同
右

遠
藤
甲
栄
同
右
～
四
・三・六

石
黒
光
成
同

佐
藤
民
治
郎

～
五・六・二七

柿
崎

寺
島
周
一
郎
三
・三・二

～
現
在

三
・三・八

～
現
在

所山
田
章
一
五
・五・八

～
現
在

利
男
同
右
～
三
・五・七

四
柳
正
志
同
右
～
現
在

同
右

～
現
在

鎌
田

馨
五一・六・一

～
現
在

斉
木
敏
雄
五
・八
三
～
五
・九・九

加
藤
小
池
康
浪
究
・六・一

～五
・五・三一

昭
小
野
寺
昇
四
・二
・三
～
五〇・八

二0
四九・ニ・一六

～
吾二・三・七

氏
名

就
任

退
任

月
三
十
一
日
ま
で
の
任
期
で
あ
る
。

古
道
俊
雄
三
・八
三
～
現
在

喜
多
清
治
同
右
～
現
在

安
達
久
人

三吾 五・六・一
～
現
在

な
お
現
在
任
者
は
昭
和
五
十
五
年
五

第
四
節
都
市
計
画
区
域
と
整
備

都
市
計
画
と
整
備

昭
和
十
八
年
十
一
月
十
一
日
内
務
省
告
示
第
六
五
八

号
を
も
っ
て
滝
川
町
は
都
市
計
画
区
域
に
決
定
さ
れ
た。
住
み
や
す
く
働
き
や

す
い
町
と
す
る
基
盤
の
整
備、
生
活
環
境
を
よ
く
す
る
公
園
・
上
下
水
道、
学

校
な
ど
計
画
的
に
整
備
し、
公
共
施
設
の
適
正
配
置
に
努
め
て
い
く
こ
と
に
な

る
が、
戦
時
の
体
勢
下
に
あ
っ
て
は
ほと
んど
事
業
ら
し
い
も
の
も
な
く、
ま

た、
終
戦
後
に
お
い
て
も
ほ
と
んど
手
を
付
け
ら
れ
な
い
町
勢
に
あ
っ
た
。

昭
和
二
十
年
の
土
木
施
工
は
金
色
川
排
水
工
事
の
完
成
を
み
て
い
る
が、
他

は
数
件
の
道
路、
橋
梁
の
修
繕
工
事
で
終
わ
っ
て
いる
。
道
路
の
復
旧
及
び
修

繕
工
事
計
画
を
立
て
て
も
労
力
の
払
底
と
予
算
面
で
充
分
な
仕
事
に
は
な
ら
な

い実
態
で
あ
っ
た。
し
た
が
っ
て二
十
一
年
に
は
本
通
り
四
・
五
丁
目
境
界
道

路
の
排
水
石
垣
工
事
一二
七
メ
ー
ト
ル、
本
通
り
一
・二
丁
目
、
幌
倉
市
街
道

在

路
排
水
の
素
掘
工
事、
二
十二
年
も
数
件
の
道
路、
橋
梁
の
修
繕、
排
水
工
事

に
終
わ
っ
て
いる
。
し
か
し、
この
年
町
で
は
将
来
の
大
都
市
建
設
を
目
ざ

し、
現
状
から
脱
皮
す
る
た
め
同
年
十
一
月三
十
一
日
「滝
川
町
都
市
計
画
審

議
会
」
を
設
置
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
から
都
市
計
画
の
検
討
を
行
う
こ
と
に

し
た
。

昭
和二
十
三
年
に
入
っ
て
小
公
園
(児
童公
園)
の
整
備
に
着
手、

野
球
場
の

設
置
計
画
の
推
進。
二
十
四
年
に
は
児
童
公
園
の
竣
工、
滝
川
球
場
の
完
成、

国
道
拓
銀
角
か
ら
空
知
通
り
望
月
川
ま
で
の
側
溝
工
事
、
筋
違
通
り
(本
町)
の

区
画
整
理
計
画
の
推
進
な
ど
積
極
的
な
都
市
計
画
事
業
の
取
組
み
が
み
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

昭
和二
十
五
年
に
は
拓
銀
角
か
ら
光
暁
寺
に
向
う
側
溝
工
事、
広
小
路
通
り

か
ら
南
の
都
市
計
画
区
域
の
建
設
省
内
申、
町
名
字
名
地
番
改
正
委
員
会
設
置

に
よ
る
検
討
。
二
十
六
年
「総
合
都
市
計
画
並
び
に
五
ヵ
年
計
画
事
業
」
の
策

定
、
市
街
地
区
街
路
事
業
の
推
進
の
た
め
の
申
請
認
定
と
都
市
計
画
推
進
体
制

の
確
立
に
努
め
た
。

こ
こ
に
お
い
て
昭
和二
十
六
年
七
月
十
一
日、
か
ね
て
申
請
中
の
滝
川
町
都

市
計
画
主
要
幹
線
街
路
網
が
建
設
省
告
示
第
七
一
四
号
を
も
っ
て
決
定
さ
れ

た
。
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退
任

坂
口
末
一
同
右
～
五
・六・ニ

松沢
寛
咒・二〇・三

～
三・五・三一

武
同
右
～
咒
・二〇・三

渡
辺
運
蔵
同
右
～
四・七・三

後
藤

同
右
～
四
・五・三

武
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